蕨市高齢者福祉計画等策定懇談会第10期

市民公募委員募集
のおしらせ

蕨市では、地域の実情に応じた介護給付等の提供体制の確保や事業の計画的な実施のため、有識者や公募市民で構成する「蕨市高齢者福祉計画等策定懇談会」を設置いたします。
委員は、12人以内で構成し、蕨市における第10期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定について審議していただきます。
蕨市介護保険の被保険者である市民のみなさまから広くご意見・ご提言をいただくため、委員のうち公募委員を３人募集します。高齢者の福祉・介護に関心のある方からのご応募をお待ちしております。
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応募・お問い合わせ先

蕨市健康福祉部健康長寿課

〒３３５－８５０１　
蕨市中央５丁目14番15号　（２階９番窓口）
電　話：０４８－４３３－７７５６　
ＦＡＸ：０４８－４４５－１２３３
電子メール：kaigo@city.warabi.saitama.jp

応募要領



１ 募集人数
３名
２ 任期
令和８年７月～令和９年３月
３ 応募資格
（1） 本市に住所を有する満40歳以上（令和８年４月１日現在）の方（住所地特例者を除く）
（２）平日の午後に開催される会議に出席できる方
[bookmark: _GoBack]４ 応募書類
（１）応募用紙（指定の書式をお使いください）
（２）小論文：テーマ「高齢者の福祉・介護保険について私が思うこと」（８００字
	　程度）
５ 応募方法
応募用紙に小論文を添えて、直接健康長寿課へ持参（土・日・祝日を除く午前８
時30分から午後５時15分まで）するか、郵送（必着）、又は電子メールで提出してください。
※応募いただいた書類は返却しませんので、ご了承ください。
※電子メールで応募の場合、応募用紙に記載されている必要事項と小論文を送信してください。（様式は問いません）
６ 選任方法
応募書類をもとに選考し、結果を応募者全員に書面にて通知します。
７ その他
会議の開催は年間３回を予定しています。（前回は８月、11月、２月開催）
会議への出席にあたり、本市が定める額の報酬をお支払いします。
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